
  

 

  

 

 

 

 

2025年 5月 23日 

お客様各位 

神原汽船株式会社 

定期コンテナ船部 

                           

中国港における夏季期間の Class5.2(有機過酸化物)の取り扱い制限について(更新①)  

拝啓 貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚くお礼申し上げます。さて、2025年 5月 15日付で上海港における夏季期間の Class5.2 

(有機過酸化物)の取り扱い制限に関する通知文をご案内いたしましたが、中国各港からの 

通達により、夏季期間は弊社がサービス展開する全ての中国港においてコンテナ温度上昇に

よる事故を避けるため、RFコンテナを利用して輸送を頂きたく存じます。 

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りたく宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

・対象貨物   ：Class 5.2(有機過酸化物)          ※UN No.は問わない 

・対象期間   ：毎年の夏季期間(6月 15日～10月 15日) ※天津は一年中対象 

・対象航路   ：天津・大連・青島・上海・寧波 ⇔ 日本 の輸出入   

(中国 T/Sの中国国内・他国発着貨物を含む) 

・使用コンテナ：RFコンテナ 

・備考    ：(1)天津・青島・上海・寧波では港の規則により危険品コンテナの 

直接船積み/直接引き取りが必須。(大連は制限なし) 

(2)夏季期間、寧波は 10:00～16:00まで港への搬入禁止。 

   それ以外の時間帯に港へ搬入して専用保管場所に一時保管。 

(3)厦門・青島フィーダー港(連雲港・日照・威海・煙台・石島)では 

一年中 Class 5.2の取り扱いは不可。 

  

※中国各港の規則が急に変更となる場合もございますので、Class 5.2の輸送がある場合、   

事前に弊社まで輸送可否についてお問い合わせください。 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

過去の通知文については、下記 URLをご参照ください。 

上海港における夏季期間の Class5.2(有機過酸化物)の取り扱い制限について 

 

 

本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。    

本社定期コンテナ船部：084-987-1500 東京支店：03-3264-8805 阪神事務所:06-6443-1025 

 

以上 

https://www.kambara-kisen.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/202505151.pdf

